
 

【適時開示体制の概要についての模式図】 

 

 

 

 

                            

                      （各担当部門から開示すべき情報を報告） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

決定事実・発生事実・決算情報（含むグループ会社情報） 

経営会議 

（開示等の内容の審議） 

総務担当執行役員（公表責任者） 

取締役会 

（開示等の内容の審議） 

代表取締役（開示情報の確定） 

総務担当執行役員（公表責任者） 

・ＴＤｎｅｔへの登録による適時開示 

        ・当社ホームページ 

        ・報道機関 


